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 【開会時刻 午前１０時００分】 

小林教育長 それでは、ただいまから、２０２４年度（令和６年度）第１０回

福山市教育委員会会議を開会いたします。 

 本日の議案ですが、議第４５号は意思決定過程案件ため、議第４

６号、議第４７号、議第４８号、議題４９号は人事案件のため、福

山市教育委員会会議規則第１３条第１項の規定により、秘密会とし

て審議したいと考えます。 

また、議第４７号から議題４９号までは、教職員の人事案件のた

め最後に関係者のみで行いたいと考えますが、御異議はございませ

んか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

小林教育長 御異議なしということで、これらの案件は秘密会とし、その他の

案件は公開といたします。 

 ではまず初めに、日程第１ 教育委員会会議録の承認についてで

す。２０２４年１１月１３日開催の第９回教育委員会会議録につい

て、何かございますか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

 

小林教育長 御異議ないようですので、教育委員会会議録を承認することと

し、会議終了後、委員の皆さまの署名をお願いいたします。 

 次に、日程第２ 教育長報告についてです。 

資料の１ページをお願いします。 

 １１月１４日から１２月１８日までを報告します。１１月１４日

は、学校元気大賞の表彰と学校訪問、１５日も学校訪問をしていま

す。１６日は、西小学校創立１５０周年記念式、午後からはインク

ルーシブ・スポーツ・フェスタ広島２０２４へ出席しました。１７

日は、商工会議所主催のジュニアエコノミーカレッジ２０２４の表

彰式へ出席しました。１８日は学校訪問と表敬訪問、１９日は文教

経済委員会がありました。２０日から２２日は、学校元気大賞の表

彰と学校訪問、２２日は、中央図書館の入館者が１千万人を達成し

た記念式典と第６７回広島県中学校理科教育研究大会が誠之中学校

でありました。２３日は、第２３回木下夕爾賞表彰式に出席し、備

後地域の子どもたちの詩の表彰を行いました。２４日は、第４５回

ＰＴＡの連合会のブロック協議会別親善競技大会に出席しました。

２５日は学校訪問、２６日は元気大賞表彰、夕方は赤坂ロータリー

クラブの善行児童生徒表彰式があり、赤坂小学校、済美中学校、福

山市立福山中高等学校の子どもたちの表彰をしてくださりました。

２７日から１２月議会が始まり、３０日は東小学校創立１５０周年

記念式典へ出席しました。１２月１日は、秋のばら祭２０２４子ど

も写生大会の表彰式、５日から１０日まで本会議があり各会派から
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質問ありました。１１日は文教経済委員会、夕方から NFL フラッグ

フットボールの全国大会出場に伴う市長表敬訪問に出席しました。

１２日、１３日は予算特別委員会、１４日は福山市職員労働組合連

合会結成１０周年記念式典、２０２４年度（令和６年度）善行市民

表彰式に出席しました。本日は、第１０回教育委員会会議と、午後

から本会議、市長表敬訪問へ出席予定です。報告は以上です。 

 

 ご意見、ご質問はありませんか。 

全教育委員 （なし） 

小林教育長 それでは、次に、日程第３ 令和６年１２月定例市議会答弁につ

いて 管理部長より報告します。 

 

藤井管理部

長 

 

１２月議会の一般質問に対する教育委員会の答弁について，ご報

告します。４ページをお願いします。 

水曜会の石口議員からは，学力、問題行動等について質問があり

ました。学力の向上は、その学年で身に付けることを着実に身に付

けていくこと、そのために、テストなどで把握した、つまずきや課

題を早期に克服・改善していくことが重要だと考えている。家庭学

習と学力の間には相関関係があることが示されており、学習習慣の

確立に向けて取り組むことは重要である。このため、全国学力・学

習状況調査の結果を受け、小・中学校の校長会において、現状に対

する危機感の共有と、宿題を含めた適切な家庭学習習慣の取組を要

請したところである。問題行動について、２０２３年度の暴力行為

発生件数は、国県と同様に、前年度より増加しており、要因とし

て、５ページです。感情のコントロールができない、自分の考えや

思いをうまく伝えられない等から、暴力行為につながるケースが多

い。不登校について、２０２３年度の不登校児童生徒数は、公立小

中学校で１，５６０ 人で、４年連続増加している。要因は、 学校

生活に対してやる気が出ない、生活リズムが崩れている等、様々で

あり、その背景には、「無理して学校に行かなくてもいい」という

意識が児童生徒や保護者に広がったことやオンライン授業を含めた

多様な学び方が浸透したことがあると捉えている。取組として、今

年度、不登校支援チームを設置し、どこにも繋がっていない不登校

児童生徒について、関係機関と連携しながら社会的自立に向けた適

切な支援に繋げるための取組を進めている。各学校は、３０日以上

の欠席には至らない休みがちな児童生徒の情報も含め、 不登校支

援委員会等で共有したのち、面談や家庭訪問等、個に応じた支援 

を行っている。教職員の勤務状況について、把握を始めた２０１８

年度と比べ小学校で約１０時間、中学校で約１３時間減少してい

る。これまで、教職員が子どもと向き合う時間を確保し、本来の業
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務に専念できるよう、校務補助員や部活動指導員の拡充、留守番電

話設置など、業務量削減に向けた環境整備をしてきた。２０２５年

度には、統合型校務支援システムを導入する。今後も学校における

働き方改革を進めていく。６ページです。研修について、本市で

は、教職員の授業力と専門性の向上を図ることを目的とし、教材研

究を中心に据えて、市内一斉研修、初任者研修、福山教育フォーラ

ム等、５２の研修を実施している。教職員のニーズに応じた研修で

は、事前に２２１件の要望が寄せられ、「効果的なＩＣＴの活用」

や「特別支援教育の視点を踏まえた授業づくり」等の内容を実施し

ている。今後も、研修効果やニーズを踏まえながら、教職員が起点

となり、学び高め合う研修を推進していく。教職員のストレス増に

ついて、ストレスチェックで、「高ストレス」と判定された割合

は、増加傾向にある。主な要因は、「対応困難な児童・生徒への対

応」「事務的な業務量」であり、教育委員会が行う「こころの健康

相談事業」等を活用し、産業医による面談や電話相談などを行って

いる。次に、学校で徴収する教材費等については、９２％の学校が

口座振替により徴収している。滞納が続く家庭については、家庭訪

問や保護者面談により督促を行うほか、 児童手当や就学援助費か

らの充当制度を紹介するなど、未納が生じないよう取り組んでい

る。給食費の公会計化について、２０２５年４月からの公会計化に

向け、学校に対しては、公会計化の目的や必要な手続き、運用等に

ついての説明会を開催するとともに、学校徴収金システムの操作研

修を実施することとしている。保護者に対しては、公会計化につい

て文書等で周知を行い、その後、給食の申込みや給食費の納付に必

要な手続きの案内等を行う予定である。給食業務の変更について

は、これまで学校給食会が担っていた食材の契約・発注・支払いな

どの事務を、今後は、本市の関係規程等に基づいて処理することと

なる。７ページです。予算を有効に活用し、食育や地産地消の推進

にこれまで以上に取り組んでいく。と答弁しています。 

８ページです。加藤議員からは，今後の学校体育館への空調整備

について質問がありました。このたびの空調整備は、災害時におけ

る避難所での熱中症事故を防ぐことなどを目的に、まずは、基幹緊

急避難場所に指定されている２４校に空調を整備することとしたも

のである。今後の整備については、今回整備する空調機の能力、断

熱性との関係等、効果を検証するとともに、子どもたちの教育環境

の充実の視点や国の動向も踏まえ、検討していくと答弁していま

す。 

９ページです。誠友会の大村議員からは，小中学校の不登校問題

について質問がありました。９ページ中段です。２０２３年度の不

登校児童生徒数は、小学校６４１人、中学校９１９人である。スペ

シャルサポートルームは、不登校気味で教室に入れない児童生徒に

個に応じた支援を行う教室で、本市では、校内フリースクール「き



- 4 - 

らりルーム」として２０１８年度から設置しており、児童生徒の特

性に応じて個別の支援計画を作成し、社会的自立に必要な力を身に

付けることができるよう支援している。不登校の未然防止の取組に

ついては、校長研修や生徒指導主事研修等において、欠席しがちな

児童生徒に焦点を当て、絆づくりを大切にした教育活動、健康状態

や気持ちの変化の把握などの具体的な事例を示しながら早期対応に

ついて指導していると答弁しています。 

１０ページです。公明党の生田議員からは、がん教育の現状につ

いて質問がありました。中学校では、がんの予防について取り扱う

こととされており、文部科学省が作成、紹介している映像教材、専

門家による学習プログラム等を活用してがん教育に取り組んでい

る。今年度、中学校４校が、専門医による授業を行っており、その

中で、日本の現状、がんの原因、予防 等、がんが身近な病気であ

ることや、早期発見・早期治療が大切であること等を学習してお

り、正しい知識を身に付けるとともに、自身の健康への関心を高

め、望ましい生活習慣と健康の保持増進について考え行動する力を

養っていると答弁しています。 

１２ページです。市民連合の阿部議員からは，教育現場における

主権者教育等について質問がありました。学校は、社会科や総合的

な学習の時間等で、法や政治制度の意義を学び、政治参加の在り方

について考える。等の学習に取り組んでいる。また、授業だけでな

く、児童会や生徒会の自治活動において、生徒指導規程の内容につ 

いて議論し、見直しを行ったり、地域行事にボランティアとして参

加し、よりよい地域づくりに貢献したりする等、学校生活や社会に

主体的に参画する力や意欲を育んでいる。高等学校では、副教材

「私たちが拓く日本の未来」を活用し、有権者になるということや

選挙の実際について、より具体的に学習している。課題としては、

国家・社会の形成に主体的に参画しようとする力等、主権者として

必要な力を育成するために、教科等横断的な視点で教育内容をより

充実させていくことが必要だと考えている。次に、教職員の働き方

改革について、今年６月の調査における、教諭の１日あたりの持ち

帰り業務の時間は、小学校１７分、中学校１２分で、昨年度１１月

調査と比べ、縮減しており、１３ページです。２０２２年度実施の

国の調査と比べても、小学校で約２０分、中学校で約２５分少ない

結果であった。授業づくりにあてる時間があると感じる職員の割合

も、２０１８年度と比べ、小学校で５．１ポイント、中学校で１

６．２ポイント改善しており、「仕事にやりがいを感じる」教職員

の割合は、小学校で９３．８％、中学校で８７．６％となってい

る。これらの結果から、時間と意識の両面で大きな成果が表れてい

るととらえている。各校では、「校務補助員への業務依頼の内容や

方法を見直す」 「会議を減らし、ICTを活用した情報共有を行う」

など、実態に応じた業務改善に取り組んでおり、好事例は、全校で

共有できるようにしている。引き続き、実効性のある働き方改革に

つながるよう、取組を進めていくと答弁しています。 

１４ページです。新政クラブの八杉議員からは，学校給食の新た

な運営体制等について質問がありました。新親子方式の導入に至っ
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た背景とメリットについて、１５ページです。昨年度から試行的

に、小学校で調理した給食を近隣の小学校１校に、または小学校１

校及び中学校１校に配送する新親子方式を、児童生徒数の減少や給

食調理場の老朽化等の課題に対応し、安心・安全で質の高い給食の

継続的な提供と食育の推進を図ることを目的に実施することとし

た。導入のメリットとしては、調理場間の食数の平準化、人材育成

と食育の充実、空調設置など効率的な環境整備が挙げられる。段階

的に新親子方式のグループを増やし、２０２７年度から、計４０の

調理場で調理し、配送する運営体制で実施していく考えであり、調

理設備の整備など、必要な対応を行っていく。次に、学校再編の取

組の成果と課題について、成果として、子どもたちは、地域の方々

の温かい協力を得て再編でめざしている、多様性を認め合い、自ら

考え、意欲的に学ぶ姿に向け、切磋琢磨しながら着実に力をつけ成

長している。アンケート調査では、９割以上の児童生徒が「学校が

楽しい」と答え、授業について、「『分かった・できた』と実感する

ことがよくある」と、９割以上が答えている。保護者は、「仲間が

増えて、いろいろと刺激を受けて成長している」１６ページです。

と回答するなど、子どもが多様な友だちと関わり、人間関係を築き

ながら成長している姿を通して、学校規模が大きくなったことを肯

定的に捉えている。どの学校においても、地域とのつながりを大切

にし、遺芳丘小学校のかかしづくり、駅家北小学校のほたる学習、

想青学園の「ＳＯＳＥＩ学」における探究学習、新市中央中学校の

企業と協働した課題解決学習、加茂小・中学校の山野地域でのフィ

ールドワーク など、地域の多彩な資源を活用した特色ある教育活

動が展開されている。課題としては、開校当初、新しい環境になか

なか馴染めない子どももいた。対話を大切にした個別の支援や仲間

づくりを行うことで、だんだんと友だちが増え、学校生活に馴染ん

でいった。本市がめざす学びを実現する学校教育環境の基本的な考

え方について、本市では、子どもたちが未来に夢や希望を持ち、自

ら学び育っている姿を思い描き、よりよい社会をつくるために自ら

主体的に考え行動できること、福山に愛着と誇りを持ち、様々な世

界で活躍することをめざし、学びに向かう力、学び続ける力を育成

する学校教育を推進している。子どもたちを取り巻く環境や学校の

課題はより複雑化、多様化しており、一定の集団規 模を確保する

中で、個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実、地域や社会

と連携・ 協働した学校運営の推進など、新しい時代の学校教育環

境の整備を進めていく必要があると考えており、今後、学校教育環

境検討委員会に望ましい学校教育環境の在り方について諮問し、答

申を踏まえた新たな基本方針の策定に取り組んでいく。と答弁して

います。  

１７ページです。石岡議員からは，学力向上について質問があり

ました。前述の石口議員等と同様の答弁をしています。 

１８ページです。三好議員からは，学校での防災講座等について

質問がありました。自衛隊による防災講座は、今年度２校の中学校

で実施している。自然災害で、実際に救助活動などに携わる自衛官

から、災害の恐さや避難の際に実際に 取るべき行動など、話を聞
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くことは、災害をより身近なこととして捉え、自らの命を守る行動

につながる有意義なものと考えている。次に、望ましい学校教育環

境の在り方の基本方針策定について、学校教育環境検討委員会への

具体の諮問事項は、教育委員会会議で協議し、決定する。不登校児

童生徒や特別支援学級が増加する中、「個別最適な学び」と「協働

的な学び」に 一体的に取り組むことが重要である。「個別最適な学

び」は、個々の子どもの興味・関心・つまずき等を踏まえて、きめ

細かく指導、支援するものであり、学校規模にかかわらず、すべて

の子どもたちに必要なことである。「個別最適な学び」とともに、

異なる考え方が組み合わさり、より良い学びを生み出す「協働的な

学び」の充実を図り、学習指導要領に定められている「主体的・対

話的で深い学び」の実現に向け、教育環境の構築に取り組んでいく

と答弁しています。以上です。 

 

小林教育長 報告について、ご意見、ご質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 
 

小林教育長 それでは次に、日程第４ 広瀬学園小学校、広瀬学園中学校及び

常石ともに学園への入学・転入学に係る申請状況についてです。 

説明をお願いします。 

 

笹尾学事課

長 

広瀬学園小学校、広瀬学園中学校及び常石ともに学園への入学・

転入学に係る申請状況について説明します。 

 福山市立広瀬学園小学校及び福山市立広瀬学園中学校についてで

す。申請期間は、１１月６日（水）から１５日（金）まででした。 

 対象児童生徒は、福山市内在住の者で、「大きな集団での生活・

学習が難しい者」「在籍校での登校が難しい者」「児童養護施設『福

山ルンビニ園』に在籍している者」「広瀬学園の教育環境を希望し

ている者」のいずれかに該当する者です。 

 申請状況については、表に示しているとおりです。今年度は、中

学校新１年生のみの抽選となりました。 

なお、オープンスクールを１１月２日（土）に行っており、参加

者は保護者を含む延べ２９名でした。 

 次に、常石ともに学園についてです。申請期間は、１０月３１日

（木）から１１月１５日（金）まででした。 

 対象児童は、保護者の送迎等により通学できる者で、市外在住者

を含みます。 

申請状況については、表にしめしているとおりです。今年度から

新１年生のみの申請としています。 

 なお、オープンスクールを１０月２４日（木）から２６日（土）

と２８日（月）から３０日（水）まで行っており、参加者は保護者

を含む延べ８４名でした。報告は以上です。 

 

小林教育長 

 

ご意見、ご質問はありませんか。 
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横藤田委員 昨年の教育委員会会議で広瀬学園の定員に関して、広瀬学園は特

別な学校という位置づけであり、希望される児童生徒、全ての受け

入れができないのかと議論しました。現在の児童生徒の人数を併記

してほしいという話もありましたが、改善をされていません。 

全体的には、２０２３年の申請者は小学校１２人、中学校８人

で、２０２４年は小学校５人、中学校８人と小学校が減っており、

通常の学校にあるきらりルームなどに流れていっているのではと思

います。中学校新１年生の８人は、定員が５人のため抽選になりま

す。「抽選で５人」ではなく、希望者が入れるようになにか対応が

できないのかと思います。２０２３年も同じ議論をしましたが、な

にか対応をした結果がこれなのか、努力されたのかどうかを教えて

ください。 

 

笹尾学事課

長 

広瀬学園中学校の新一年生の希望が８人となり、この度抽選をお

こないました。教室の広さなどの整備面や対象者に「福山ルンビニ

園に在籍している者」としているため年度途中での受け入れがあ

り、検討した結果、定員を増やすことには至りませんでした。 

 

横藤田委員 ご尽力いただいた結果ということはわかりました。 

抽選により広瀬学園に入学できない方へはどのような対応をされ

ますか。 

 

笹尾学事課

長 

基本的には、お住まいの学区の中学校へ進学をご案内します。 

 

亀山学校教

育部長 

毎年１５人という定員の中で、教室の広さが課題となっていま

す。別の部屋など検討しましたが、ハード面で改善できていないと

ころはあります。 

中学校新１年の５人の枠に８人希望があり３人は入れません。

個々の課題、例えば「人間関係を変えたい」「服装など含め自分が

出せる校風である」など、今回入れなかった３人の支援が必要な部

分をしっかり聞きとり、学校をとおして保護者と話した上で、教育

的配慮の指定学区変更などの情報もやり取りし、子どもたちの進路

を相談しながら対応しています。２０２３年も対応しましたが、今

年度も引き続き対応しています。 

 

横藤田委員 実状は良く理解していますが、不登校の子どもも増えているた

め、抽選で外れたからという状況が続いていいのかどうか、長期的

には改善が必要な議題ではないかと感じています。 

 

神原委員 定員引く募集人数が現在の在籍人数という理解で良いですか。 

 

笹尾学事課

長 

その通りです。 

 

神原委員 わかりました。在籍人数の中には、福山ルンビニ園で暮らしてい

る子どもたちも一定割合いると思います。児童養護施設の場合は、

入所措置がとられてずっと暮らす子どももいますが、比較的短期間
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で元の生活に戻る子どももいるため、他の学校と比べると人数が流

動的になりやすいと思います。そのため、抽選で３人落とさないと

いけない状況が気になります。中学１年生で応募したということ

は、環境を変えたいという思いが本人や保護者の方に相当程度あっ

たのではと推測します。中学進学をきっかけに、もう一度集団の中

でトライしてみたいという子どももいるのではと思いました。 

学校訪問をした際に、教室が狭くスペースに余裕がない学年もあ

りました。広瀬学園を募集したニーズは強い思いがあるのではと考

え、何か対策を検討していただければと思います。 

 

笹尾学事課

長 

ありがとうございます。福山ルンビニ園の入所者数が年度途中で

増加することも見込み、現在の定員になっています。引き続き課題

としてとらえています。 

 

横藤田委員 常石ともに学園についてです。昨年は学年ごとに募集していまし

たが、今年は１年生のみ募集しています。経緯と理由を教えてくだ

さい。 

 

笹尾学事課

長 

常石ともに学園については年度途中の転入の開放を行ってきた結

果、一定程度の定員に近づいたため、今年度より１年生のみの募集

としました。 

 

横藤田委員 常石ともに学園の学習方法が途中から入ってくると馴染めない、

ついていけないなどの理由ではなく、定員の問題ですか。 

 

笹尾学事課

長 

新２年生から新６年生の児童数が各学年の定員に近づいたため、

２０２５年度は新１年生のみの募集としました。 

 

小丸委員 新２年生から新６年生の児童数が各学年の定員に近い人数となっ

たとの説明でしたが、欠員もあるということで、１人、２人少人数

でも募集はする方がいいのではと思いますが、どうでしょうか。 

 

笹尾学事課

長 

全ての学年が定員丁度の人数がいるわけではありませんが、大き

な年度初めの募集は新１年生のみとしました。 

 

亀山学校教

育部長 

募集については、人数が増えて定員に近づいてきたということ

と、常石ともに学園は、１年生から３年生、４年生から６年生がそ

れぞれ１つの集団で学んでおり、例えば３年生で１人入学した場

合、今までの環境とは異なりなかなか馴染めないという事実があり

ます。１年生から入学し６年間を通して、色々なことを身に付け自

分の力を発揮できる教育課程を組んでいるため、まずは新１年生か

らしっかり個々や集団の力をつけていくということで、新１年生の

みの募集としました。 

 

小林教育長 ご存知のとおり教育プログラムが独特な学校で、各学年定員に人

数が近づき、例えば４年生を１人募集し、１人入学したとしてもな
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かなか集団に馴染めず難しいのではということもあり、少ない人数

を募集するのではなく、新１年生のみの募集にすると判断しまし

た。よろしくお願いします。 

 

横藤田委員 以前、常石ともに学園のことで問題提起されていたのが、県外の

方は、「不登校の子どもが通う学校ではないか」という勘違いがあ

ったという話がありました。オープンスクールを実施した中で、募

集要項を見て来られた方、説明を聞かれた方に、誤解や勘違いがな

い状況で受け入れをする等何か条件がありますか。 

 

笹尾学事課

長 

オープンスクールでは学校の趣旨、これまでの経過や現在の行っ

ている教育理念や教育活動をしっかり説明した上で、個別に質問も

受け付け、保護者へお願いしたいこともお伝えし、その中で抽選を

受けるかどうかを判断していただいています。 

 

横藤田委員 今後は、誤解をして入学するということはないという認識で良い

ですか。 

 

笹尾学事課

長 

学校の方針をまとめたものを希望される方にご案内し、目を通し

ていただいた上で、理解していただける方に来ていただきたいとい

うこともお伝えしています。 

 

小林教育長 誤解をして入学するという状況が過去にあったということで、し

っかり説明をしていこうと取組を行ったため、ご理解をいただいた

上で募集をしている状況です。 

 

小林教育長 

 

他に、何かありますか。 

 

全教育委員 （なし） 

小林教育長 報告は以上です。 

 それでは、次に、日程第５ 議第４１号 臨時代理の承認を求め

ることについて（議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出）

を議題とします。 

説明をお願いします。 

 

亀山教育総

務課長 

資料２１ページをお願いします。 

議第４１号臨時代理の承認を求めることについて（議会の議決を

経るべき議案に対する意見の申出）について、説明します。 

福山市教育長に対する事務委任等に関する規則第３条第１項の規

定により、議会の議決を経るべき議案に対する意見の申出につい

て、別紙のとおり臨時に代理したので、同条第２項の規定により、

報告し、承認を求めるものです。 

２２ページをお願いします。地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第２９条の規定により、議会の議決を経るべき次の議案につ
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いて、市長から意見を求められたので同意する旨を回答するもので

す。 

２３ページをお願いします。内容について説明します。令和６年

度福山市一般会計補正予算、第６、教育委員会関係分についてで

す。歳出になります。追加の補正予算額は、１億 １，４００万円

です。 

物価高騰に伴う給食材料費の上昇分を補填し、保護者の負担軽減

を図るものとして、福山市給食会に対する負担金を１億１，４００

万円増額するものです。 

２０２２年度から、給食費で賄えない給食材料の物価高騰につい

て、予算措置をしています。本年度当初予算においても物価高騰を

見込んで予算化しておりますが、当初の想定を上回る物価高騰とな

っており、補正予算とするものです。説明は以上です。 

 

小林教育長 ご意見、ご質問はありませんか。 

 

横藤田委員 １億１，４００万円を各家庭数、各児童数で割るとそれぞれどれ

くらいの軽減になりますか。 

 

原学校保健

課長 

当初予算で１億６，６００万円、１食当たり小学校は２２．２９

円、中学校は２４．４９円補填する計画です。 

今回の補正もあわせて合計で考えると、小学校で約４５円、中学

校で約５２円程度補填をしています。 

 

小林教育長 １年間の１人当たりの食数はどれくらいですか。 

 

原学校保健

課長 

今年度は２０８食を見込んでいます。年間１人当たり小学校で

９，３６０円、中学校で１０，８００円となります。 

 

神原委員 小学校で９，３６０円、中学校で１０，８００円は何の数字です

か。 

 

小林教育長 １人当たりの１年間、補填する額です。 

１食あたり小学校が２５５円、中学校が２９０円です。それを約

１万円程度補填するということです。 

 

横藤田委員 小学校でいうと１食あたり２５５円に４５円を足して３００円に

なるということですか。 

 

原学校保健

課長 

その通りです。小学校で約３００円、中学校で約３５０円となり

ます。 

 

神原委員 現在の給食の質や量を維持するために、この補填は必要だという

理解で良いですか。 

 

原学校保健

課長 

国の基準を満たしていくためには必要な経費です。 
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小林教育長 他に、何かありますか。 

 

全教育委員 （なし） 

小林教育長 ないようですので、お諮りします。 

議第４１号は、原案どおり可決してよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

小林教育長 御異議ないようですので、議第４１号は原案どおり可決しまし

た。 

 それでは、次に、日程第６議第４２号福山市教育委員会会議規則

及び福山市教育長に対する事務委任等に関する規則の一部改正につ

いてを議題とします。 

説明をお願いします。 

 

亀山教育総

務課長 

２４ページをお願いします。 

議第４２号「福山市教育委員会会議規則及び福山市教育長に対す

る事務委任等に関する規則の一部改正」について説明します。 

 改正理由についてです。市民団体等から教育委員会へ出される請

願や陳情における教育委員会会議への諮り方について、これまでは

「会議に諮らなければならない」としていましたが、実状に合った

取扱いとするため、所要の改正を行うものです。 

改正要旨です。「福山市教育委員会会議規則」は、請願陳情につ

いては、全てを会議に諮るものではなく、教育長が必要と認めるも

のについて会議に諮り採否を決めるものとします。「福山市教育長

に対する事務委任等に関する規則」についても同様であり、会議の

議決事項である請願陳情については、教育長が必要と認めるものに

限ることとします。 

施行期日は、公布の日といたします。説明は以上です。 

 

小林教育長 ご意見、ご質問はありませんか。 

全教育委員 （なし） 

 

小林教育長 ないようですので、お諮りします。 

議第４２号は、原案どおり可決してよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

小林教育長 御異議ないようですので、議第４２号は原案どおり可決しまし

た。 

 それでは、次に、日程第７ 議第４３号 福山市学校給食費の徴

収に関する規則の制定についてを議題とします。 
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説明をお願いします。 

 

原学校保健

課長 

資料２７ページをお願いします。 

議第４３号「福山市学校給食費の徴収に関する規則」の制定につ

いて説明します。 

 制定の理由につきましては、新年度、２０２５年度（令和７年

度）から学校給食費を公会計化することに伴い、学校給食費の徴収

に関し、必要な事項を定めておく必要があるものです。 

 主な内容としましては、第３条 学校給食の申し込みについてで

す。公会計化後は、教育委員会と保護者が契約の当事者となること

から必要な手続きとなります。給食の提供を受けようとする日の５

日前までに「福山市学校給食申込書」を教育委員会に提出してもら

うものです。小学校の入学時に手続きを行えば、中学卒業まで再度

の手続は不要となります。手続は、１月中旬より各学校を通じて保

護者の皆様にご案内していく予定です。 

第４条・第５条 学校給食費の徴収及び日額については、従来ど

おり、小学校及び幼稚園２５５円、中学校２９０円としています。 

なお、教職員につきましては、勤務校の日額に応じた金額として

おります。 

第６条 学校給食費の納付等については、日額に年間予定実施回

数を乗じて得た額を９期に分け、口座振替により徴収することとし

ています。 

例えば、年間予定実施回数を２０８回と見込んだ場合、小学校の

年間徴収額は５３，０４０円、１期あたりの納付月額は５，９００

円、第９期の納付額は５，８４０円となります。 

中学校の年間徴収額は６０，３２０円、１期あたりの納付月額は

６，８００円、第９期の納付額は５，９２０円となります。第９期

の納付額は、年間の給食予定実施回数と実績数の差額を計算し、納

付額を調整することになります。 

なお、初回となる第１期の納付期限は、７月末を予定していま

す。口座振替の手続きにつきましては、先の教育委員会会議でのご

意見も踏まえ、保護者が現在利用している口座をそのまま利用でき

るよう金融機関と調整しているところです。 

第７条 学校給食の提供の停止については、傷病等のやむを得な

い理由により連続して５日以上給食を停止する場合や停止した給食

を再開する場合の取扱いについての手続きを定めるものであり、食

材発注のために必要な日数を見込んで５日前までの連絡とするもの

です。 

第９条 学校給食費の還付及び充当については、年度中途で喫食

内容の変更などに伴い、給食費の請求に誤りが生じる場合に還付手

続きをすることと、未納がある場合の取扱いを明らかにしておくも

のです。 

本規則の施行日は、２０２５年（令和７年）４月１日です。 

また、準備行為を施行前に行うことができることを規定していま

す。説明は、以上です。よろしくお願いします。 
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小林教育長 ご意見、ご質問はありませんか。 

 

横藤田委員 前回の教育委員会会議の際に、２０２５年（令和７年）４月１日

施行ということで、スケジュール的に厳しいのでは思い確認しまし

たが、４月１日に間に合いますか。 

 

原学校保健

課長 

４月１日に間に合うように準備をしています。学校に対する説明

も校長会などを通して実施し、今後は保護者へも速やかに周知をす

る予定です。口座振替などの手続きも保護者の負担がなく行えるよ

うに調整しています。 

 

横藤田委員 良いことなので早くやっていただければと思います。システム上

の問題、エラーなどが出ないように検証して、本格導入していただ

きたいと思います。 

資料２７ページ、制定要旨５「学校給食費の過誤納金を還付する

場合において、未納の学校給食費又は遅延損害金があるときは、こ

れらに充当する。」とありますが、過誤納金の性質にもよると思い

ますが、例えば保護者が誤って多めに振り込んだ場合、過誤納金が

未納に充当するということはおかしい話だと思います。そもそも保

護者が誤って多く納付するということはありますか。 

 

原学校保健

課長 

 保護者の方には口座振替の手続きを行っていただく予定で、自動

引き落としとなります。現金で納付する方へは、納付書を送付する

ため、多く納めてしまうということは想定していません。 

 

横藤田委員 ７月から９期にわたって毎月納付をしていくことになっています

が、なぜ７月からなのか教えてください。 

 

手島学校教

育部主幹 

就学援助の制度があり、該当すると給食費を負担しなくても良い

ということになります。制度該当者の決定を待ってから供用開始し

た方が、納めていただいたものを還付する事務が発生しないため、

担当課と調整した上で制度該当者の決定に合わせた７月を１期目と

することにしました。 

 

横藤田委員 例えば年度の途中で転校した場合、未納になると思いますが、転

居先まで追って納めていただくことになりますか。 

 

手島学校教

育部主幹 

例えば６月末に転校した場合、４～６月までの給食費を計算し納

付していただくようになります。給食の申し込み時に口座情報も把

握しているため転居先においても徴収は続けていきます。 
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神原委員 通常の口座振替で引き落としにならない場合、遅延損害金を払う

場合、口座振替によらない場合などにおいて、どなたが徴収するよ

うになりますか。担任の先生や教頭先生が動かれるのですか。 

 

原学校保健

課長 

引き落とし日に、残高不足により振替不能となった場合、委託業

者が督促の電話をかけます。家庭訪問し督促する場合は、教育委員

会の職員が対応します。 

 

神原委員 督促の対応が現場の先生は大変だったと思い、そこの業務が現場

へ残ると公会計化をしても負担軽減になならないと思います。運用

していくと督促業務が大変だと想像しますが、例外的なことを想定

しての対応やスキームができていけば良いのではと思いました。 

 

小林教育長 徴収の部分は、一部委託を考えています。 

 

神原委員  わかりました。 

第６条第４項で原則的に納付は口座振替によるとしながら、ただ

し書きで「これにより難いときは、納付書による納付その他の方法

によることができる。」としていますが、「これにより難いとき」と

はどういう場合を想定していますか。 

 

原学校保健

課長 

基本は口座振替としますが、保護者の方がどうしても口座振替を

拒まれるときや口座振替の手続きが間に合わなかったときに納付書

を発行することになります。納付書はコンビニ納付や電子決済にも

対応しています。 

 

小林教育長 現在も数パーセント方は、現金で納めていただいています。その

方にも対応するということです。 

 

神原委員 不登校で給食を停止している児童が、ある日、体調が良く気持ち

が前に向いて学校に来られた場合、手続き上は停止解除を行ってい

ない状況でも、子どもは給食を食べると思います。この場合は、第

３条第４項にある「申し込みがない場合において、必要があると認

めるときは、児童等に対して学校給食を実施することができる。」

に当てはめて、給食は食べていただくという理解で良いですか。 

 

原学校保健

課長 

運用面は今後考えていきますが、第３条は、年度途中に転校で急

きょ登校することになった場合を想定しています。 
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神原委員 わかりました。第３条の主語が「教育委員会」となっているた

め、申し込みがない子どもが登校してきても、現場の先生の判断で

給食を提供することができず、一旦教育委員会へ確認してからの対

応になるのかと思い質問しました。 

 

原学校保健

課長 

規則上は、給食開始時に申込書の提出をするのは、教育委員会と

保護者が契約の当事者となり、給食の停止、再開についても基本的

には同じ考え方です。停止などの申し込み手続きのこともしっかり

保護者にお伝えして運用します。 

 

藤井管理部

長 

第３条第４項の学校給食の申込みについては、幼稚園に入園、小

学校へ入学する時の手続きを規定しています。 

神原委員から質問があった不登校の子どもたちの給食の提供につ

いては、第７条学校給食の提供の停止等の規定を適用します。保護

者から「学校に行けそうにないので給食を停止してほしい」と連絡

があった場合は、第７条に基づき対応します。事前に停止の届けが

あった場合は、給食を停止し、給食費は徴収しません。停止の届け

をしていない場合は、欠席でも給食費をいただくことになります。

そのため、届けをしていなければ、時々でも登校できる子どもへは

給食を提供できる状況になっています。 

 

横藤田委員 食数が限られていて、不登校の子どもが急に登校した場合、給食

が提供できないということはなく、数食の予備があり、教育委員会

へ確認することもなく現場の先生の判断で提供できるということで

良いですか。予備はある程度ありますか。 

 

藤井管理部

長 

実状では、横藤田委員が言われたケースは、子どもに給食を提供

できる状況になっています。 

 

小林教育長 他に、何かありますか。 

 

全教育委員 （なし） 

小林教育長 ないようですので、お諮りします。 

議第４３号は、原案どおり可決してよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

小林教育長 御異議ないようですので、議第４３号は原案どおり可決しまし

た。 

 それでは、次に、日程第８ 議第４４号 福山市立幼稚園の管理
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及び学校教育法の実施に関する規則の一部改正についてを議題とし

ます。 

説明をお願いします。 

 

村上保育指

導課長 

３２ページをご覧ください。 

議第４４号福山市立幼稚園の管理及び学校教育法の実施に関する

規則の一部改正について説明します。 

改正理由は、福山市立幼稚園において、毎年、気温の高い酷暑が

続いている現状に鑑み、幼児の健康上の負荷を軽減するため、休業

日を変更するものです。 

改正の要旨は、各学年の学期について、第１学期を４月１日から

７月３１日までとし、第２学期を８月１日から１２月３１日までと

改めるものです。 

また、休業日について、夏季休業日を７月２１日から８月２４日

までとするものです。 

施行期日は、２０２５年（令和７年）４月１日です。説明は以上

です。 

 

小林教育長 ご意見、ご質問はありませんか。 

 

全教育委員 （なし） 

小林教育長 ないようですので、お諮りします。 

議第４４号は、原案どおり可決してよろしいでしょうか。 

 

全教育委員 （異議なし） 

小林教育長 御異議ないようですので、議第４４号は原案どおり可決しまし

た。 

 それでは、これより秘密会とします。 

傍聴人は退席してください。 

（傍聴人退席） 

 

 （非公開部分） 

 

  予定しておりました議案はすべて審議いたしましたが、他に何か

ありますでしょうか。 

 

全教育委員 （なし） 

 

小林教育長 ないようですので、本日の教育委員会会議はこれで終わります。 

なお、次回の教育委員会会議は、２０２５年１月２０日（月）午後

２時からを予定しています。 
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 本日はこれで終了といたします。ありがとうございました。 

 【閉会時刻 午前１１時３０分】 

 


